
説明会資料

試験研究炉の原子力災害における

「鉾田市屋内退避及び避難誘導計画」 （案）の
概要について

鉾田市総務部総務課危機管理室
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１．計画の策定について
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原子力災害の発生，又は発生するおそれがある場合に，市民の皆様に対す
る放射線の影響を最小限に抑えるため、策定するもの。

計画の目的

原子力施設から概ね5kmの範囲

計画の範囲

UPZの範囲

旭北小学区の全ての地区、旭東
小学区及び旭西小学区 の一部

対象人口：約7千名
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２．放射線の基礎＿放射線とは

※放射能＝放射線を出す能力のこと



4

２．放射線の基礎＿日常の放射線量
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３．防護措置＿判断基準（EAL）

警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態
放射性物質

放出後

防
護
措
置

要
配
慮
者

―
屋内退避準備
（屋内退避）

屋内退避
（避難準備） ＯＩＬに

基づく防護
措置を実施住

民

児童・生徒
保護者引渡し

屋内退避準備 屋内退避

警戒事態

事故等の発生

施設敷地緊急事態

事故の拡大

全面緊急事態

重大事故の発生

放射性

物質
放出後

事象の進展
事故等の

発生

緊急事態
区分

（EAL）

◆放射性物質放出前は，原子力事業者の通報をもとにＥＡＬ(緊急時活動レベル)に
応じた防護措置を実施 ※EAL(Emergency Action Level)
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３．防護措置＿屋内退避

放射性物質による影響を抑えるために建
物内に入ること。
壁や屋根などの遮へい物により
外部被ばくを抑える効果と，建物の気密性
により内部被ばくを抑える効果がある防護
措置

屋内退避とは

屋外：0.1μSｖ/h

屋内：0.04μSｖ/h



全面緊急事態（放射性物質放出後）
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事象の進展

◆放射性物質放出後は，緊急時モニタリングによる測定結果をもとにＯＩＬ(運用上の介入レベ
ル)に応じた防護措置を実施 ※ OIL(Operational Intervention Level)

全面緊急事態

判
断
基
準

ＥＡＬ ＯＩＬ２ ＯＩＬ１

ＥＡＬに
基づく防護
措置を実施

20μSv/h 500μSv/h

防
護
措
置

早期防護措置

１週間以内に一時移転

緊急防護措置

１日以内に避難

３．防護措置＿判断基準（OIL）

事故等の
発生

緊急事態
区分

（EAL）
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放射性物質の放出後、放出源から離れる
ことにより、被ばくの低減を図るもの。
緊急時モニタリングの結果により、市から
の指示で避難を実施する。

避難及び一時移転

避難手段は基本自家用車とする。
自家用車で避難できない場合は，一時集
合所からバス等により避難を行う。

避難手段

国道や県道等の幹線道路を基本とする。

避難経路

３．防護措置＿避難（１）
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職場等

学校等
自 宅

一 時
集合所 避 難

退 域 時
検査場所

避難所

徒歩等
バス等バス等

自家用車 自家用車

在宅の
避難行動
要支援者

避 難
退 域 時
検査場所自家用車，福祉車両，バス等

避難所

及び
福祉避難所

一 時
集合所

車両，
徒歩等

福祉車両
バス等

自家用車，福祉車両
バス等

福祉車両，ヘリ等

※ 避難支援等関係者のサポートが必要

一般的な避難

避難行動要支援者の避難

３．防護措置＿避難（２）
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地 区 名 一時集合所 避難退域時検査場所 避 難 所

上 釜

旭東小学校 鉾田合同庁舎

鉾田第二高等学校沢 尻

荒 地

三 和

鉾田第一高等学校

子 生

子 生 第 二※

玉 田

造 谷 第 三 鉾田保健センター

※ 高速実験炉（常陽）及び材料試験炉（JMTR）においては，対象地区外とする。

３．防護措置＿避難先（１）
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地 区 名 一時集合所 避難退域時検査場所 避 難 所

箕 輪 東

旭北小学校

県立鉾田第二高等学校
（旧県立鉾田農業高等学校）

鉾田北中学校
鉾田北小学校

箕 輪 西

田 崎

下 太 田

鉾田合同庁舎

鉾田南中学校
（体育館）

上 太 田

和 岡
(旧)諏訪小学校
中 央 公 民 館

大 神
鉾田南中学校

（武道館）

下 鹿 田 ※

旭西小学校
県立鉾田第二高等学校

（旧県立鉾田農業高等学校）

鉾 田 南 小 学 校

造 谷 第 一※ 大 洋 中 学 校

造 谷 第 二 大 洋 公 民 館

※ 高速実験炉（常陽）においては，対象地区外とする。

３．防護措置＿避難先（２）
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原子力施設の重大事故で放出される放射性ヨウ素が甲状腺に取り込まれる
のを抑え，甲状腺の内部被ばくを予防，低減する効果のある医療用医薬品。
ただし，放射性ヨウ素による影響にのみ効能があるもの。

安定ヨウ素剤とは

３．防護措置＿安定ヨウ素剤（１）



３．防護措置＿安定ヨウ素剤（２）
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配布場所．

一時集合所
（旭東小学校，旭北小学校，旭西小学校）

配布タイミング

原則として，原子力規制委員会が安定ヨウ素剤
の配布及び服用の必要性を判断し，その判断に
基づき市が指示を出す。

服用の時期と効果の関係

服用の時期
被ばく24時間前
～被ばく後2時間

被ばく後8時間 被ばく後16時間以降

服用の効果 90％以上 約40％ ほとんどない



※避難退域時検査場所については、p.10,p.11をご確認ください。

「車両」「住民」「携行品」等

体の表面に放射性物質が付着してい
ないかを確認するための検査。基準
値以上の汚染があった場合は除染を
行う
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３．防護措置＿避難退域時検査

避難退域時検査とは

検査の対象
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４．住民等への広報について

原
子
力
事
業
所

鉾

田

市

（災
害
対
策
本
部
）

オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー

（原
子
力
災
害
現
地
対
策
本
部
）

茨

城

県

（災
害
対
策
本
部
）

・防災行政無線
・登録制メール
・緊急速報メール
・広報車
・ＳＮＳ
・市ホームページ等

広報手段

・テレビ
・ラジオ
・インターネット等

広報手段

・テレビ
・ラジオ
・インターネット等

広報手段

通報

事
故

国
（原
子
力
災
害
対
策
本
部
）

住

民

等
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５．避難所の運営

国・県と連携し，応急仮設住宅などの提供や，避難者がホテルや旅館等へ
移動できるように，協力体制を構築する。

避難が長期化した場合の対応

可能な限り避難所敷地内で飼育するスペースの確保に努める。
避難所での飼育及び環境の保全は飼い主が責任をもって行い、必ずケージ
に入れて食料などの備蓄品を持参する。

ペットとの同行避難

避難をするときは，必ずマスクの着用，手指の消毒などを行う。
避難受付時に体温測定や体調確認を行い，体調不良者と混在しないよう対
応する。

感染流行下での対応
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６．複合災害

人命の安全を第一とし，自然災害による人命への直接的なリスクが極めて
高い場合等には，自然災害に対する避難行動をとり，自然災害に対する安
全が確保された後に，原子力災害に対する避難行動をとることを基本とする。

複合災害への対応

本計画の対象施設と「鉾田市原子力災害広域避難計画」の対象施設である
日本原子力発電（株）東海第二発電所が同時発災した場合，「広域避難計
画」で定める防護措置を講じることとする。

原子力災害の同時発災
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７．計画について＿パブリックコメント

令和3年7月6日（火） 午後5時まで

募集期間 _

書面，ファクシミリ又は電子メール

提出方法 _

市ホームページ，鉾田市役所又は各支所

閲覧場所 _

市のホームぺージでダウンロード，又は閲覧場所に備え付けの書類

提出様式 _
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７．計画について＿まとめ

基本は屋内退避

国や県、市からの情報を確認

慌てずに行動

地域一体となって協力

原子力災害に限らず，災害対応については住民の皆様のご協力が不可欠
です。日頃から防災意識を持っていただき，万一の際には，防護措置が的確
に行えるよう皆様のご協力をお願いいたします。
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８．出典

原子力ハンドブック 【茨城県原子力安全対策課】

茨城県のホームページより閲覧できます
ので、ご活用ください。

※旭市民センターにて配布しております
が、数に限りがありますのでご留意くださ
い。


